
公益法人の
区分

国所管，都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

1
「オンライン申請システムの改修作
業」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長
貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－
２－１

令和4年3月3日 株式会社日立製作所 7010001008844 東京都品川区南大井６丁目２３番
１号

本件サービスの提供が可能な者
は、当該システムを構築した業者
である本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

2,500,000 2,500,000 100.0% － － － －

2
「アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合
にかかる同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長
貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－
２－１

令和4年3月8日 株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206 東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力、国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し、総理・大臣自身の希
望に適った相性のよい通訳者を確
保することが不可欠であり、他に競
争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

1,947,088 1,947,088 100.0% － － － －

3
「外務大臣のトルコ及びＵＡＥ訪問に
際しての小型航空機借上」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長
貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－
２－１

令和4年3月14日 双日株式会社 5010401049977 東京都千代田区内幸町２丁目１番
１号

緊急の必要により特定の者でなけ
れば当該業務を履行できず、他に
競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

47,397,987 47,397,987 100.0% － － － －

4
「総理大臣のインド訪問にかかる同
時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長
貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－
２－１

令和4年3月14日 株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206 東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力、国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し、総理・大臣自身の希
望に適った相性のよい通訳者を確
保することが不可欠であり、他に競
争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

2,836,400 2,836,400 100.0% － － － －

5
「総理大臣の海外出張（G7首脳会
合）に伴う同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長
貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－
２－１

令和4年3月22日 株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206 東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力、国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し、総理・大臣自身の希
望に適った相性のよい通訳者を確
保することが不可欠であり、他に競
争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

4,313,400 4,313,400 100.0% － － － －

（注）公益法人の区分において，「公財」は「公益財団法人」，「公社」は「公益社団法人」，「特財」は「特例財団法人」，「特社」は「特例社団法人」をいう。　

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開
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